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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成24年10月22日に届出済みの有価証券届出書（以下「原

届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ

れを訂正するため、提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記

載する場合は＜更新後＞とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は＜追加＞とします。

 

 

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞
（略）
当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性

区分に該当します。
（略）
商品分類の定義
（略）
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ

ネージメント・ファン
ド）

社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
則」に規定するＭＭＦをいいます。

ＭＲＦ（マネー・リ
ザーブ・ファンド）

社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
則」に規定するＭＲＦをいいます。

ＥＴＦ （略）
（略）
※上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

 
属性区分の定義
（略）
投資形態 ファミリーファンド （略）

ファンド・オブ・
ファンズ

社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規
則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

（略）
※上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

（略）
＜訂正後＞

（略）
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および

属性区分に該当します。
（略）
商品分類の定義
（略）
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ

ネージメント・ファン
ド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
規則」に規定するＭＭＦをいいます。

ＭＲＦ（マネー・リ
ザーブ・ファンド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
規則」に規定するＭＲＦをいいます。

ＥＴＦ （略）
（略）
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので

す。
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属性区分の定義
（略）
投資形態 ファミリーファンド （略）

ファンド・オブ・
ファンズ

一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。

（略）
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので

す。

（略）
 

 

（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜訂正前＞

・資本金

2,000百万円（平成24年７月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成24年７月末現在）

（略）

＜訂正後＞

・資本金

2,000百万円（平成25年２月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成25年２月末現在）

（略）

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成24年10月23日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

＜訂正後＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年４月23日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

 

 

４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞
（略）
①個人の受益者に対する課税
（略）
１．収益分配金の課税
（略）

原則として、10％（所得税７％および地方税３％）の税率
※
で源泉徴収（申告不要）されま

す。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択す
ることもできます。申告分離課税を選択した場合、10％（所得税７％および地方税３％）の税

率
※
となります。

２．解約時および償還時の課税
（略）

10％（所得税７％および地方税３％）の税率
※
による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10％（所得税７％および地方税３％）の税

率
※
で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）
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※平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復
興特別所得税が付加されることにより、平成25年１月１日以降は10.147％（所得税７％、復興特
別所得税0.147％、地方税３％）、軽減税率の適用終了後の平成26年１月１日以降は20.315％
（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還

時の個別元本超過額については、配当所得として７％（所得税７％）の税率
※
で源泉徴収されま

す。
（略）
※平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復
興特別所得税が付加されることにより、平成25年１月１日以降は7.147％（所得税７％、復興特
別所得税0.147％）、軽減税率の適用終了後の平成26年１月１日以降は15.315％（所得税15％、
復興特別所得税0.315％）の税率となる予定です。
（略）

※上記は平成24年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。

（略）
＜訂正後＞
（略）
①個人の受益者に対する課税
（略）
１．収益分配金の課税
（略）

原則として、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）の税率
※
で源泉徴

収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・
申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税
（略）

10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）の税率
※
による申告分離課税が

適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10.147％（所得税７％、復興特別所得税

0.147％、地方税３％）の税率
※
で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）
※平成26年１月１日以降の税率は、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）
となる予定です。

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として7.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％）

の税率
※
で源泉徴収されます。

（略）
※平成26年１月１日以降の税率は、15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）となる予定
です。
（略）

※上記は平成25年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。

（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】
   平成25年2月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 2,774,490,45299.36

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 17,936,467 0.64

 純資産総額  2,792,426,919100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄

      平成25年2月28日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日)(％)

日本 外国株式マザーファンド
親投資信託
受益証券 ― 1,978,669,557

1.0732
1.4022

2,123,597,117
2,774,490,452

―
― 99.36

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成25年2月28日現在

種類／業種別 投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.36

合　計 99.36

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第2計算期間末日
（平成15年 7月22日）

27,562,394
27,562,394

（分配付）
（分配落）

8,378
8,378

（分配付）
（分配落）

第3計算期間末日
（平成16年 7月22日）

171,244,540
171,244,540

（分配付）
（分配落）

8,856
8,856

（分配付）
（分配落）

第4計算期間末日
（平成17年 7月22日）

296,459,543
296,459,543

（分配付）
（分配落）

10,256
10,256

（分配付）
（分配落）

第5計算期間末日
（平成18年 7月24日）

543,400,267
543,400,267

（分配付）
（分配落）

11,223
11,223

（分配付）
（分配落）

第6計算期間末日
（平成19年 7月23日）

1,117,026,643
1,117,026,643

（分配付）
（分配落）

15,020
15,020

（分配付）
（分配落）

第7計算期間末日
（平成20年 7月22日）

1,138,517,206
1,138,517,206

（分配付）
（分配落）

12,083
12,083

（分配付）
（分配落）

第8計算期間末日
（平成21年 7月22日）

1,054,050,427
1,054,050,427

（分配付）
（分配落）

7,606
7,606

（分配付）
（分配落）

第9計算期間末日
（平成22年 7月22日）

1,337,999,214
1,337,999,214

（分配付）
（分配落）

7,700
7,700

（分配付）
（分配落）

第10計算期間末日
（平成23年 7月22日）

1,818,794,984
1,818,794,984

（分配付）
（分配落）

8,968
8,968

（分配付）
（分配落）
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第11計算期間末日
（平成24年 7月23日）

1,903,936,162
1,903,936,162

（分配付）
（分配落）

8,297
8,297

（分配付）
（分配落）

平成24年 2月末日 1,988,432,056 8,866 

3月末日 2,054,510,711 9,152 

4月末日 2,017,592,442 8,979 

5月末日 1,817,731,392 8,005 

6月末日 1,868,516,378 8,144 

7月末日 1,943,858,313 8,400 

8月末日 2,011,829,781 8,571 

9月末日 2,053,125,368 8,707 

10月末日 2,099,399,620 8,835 

11月末日 2,205,670,785 9,214 

12月末日 2,321,136,445 9,780 

平成25年 1月末日 2,752,431,102 10,788 

2月末日 2,792,426,919 10,900 

 
②【分配の推移】

 １万口当たりの分配金

第2計算期間 0円

第3計算期間 0円

第4計算期間 0円

第5計算期間 0円

第6計算期間 0円

第7計算期間 0円

第8計算期間 0円

第9計算期間 0円

第10計算期間 0円

第11計算期間 0円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第2計算期間 12.36

第3計算期間 5.70

第4計算期間 15.80

第5計算期間 9.42

第6計算期間 33.83

第7計算期間 △19.55

第8計算期間 △37.05

第9計算期間 1.23

第10計算期間 16.46

第11計算期間 △7.48

第11計算期間末日から
平成25年2月末日までの期間

31.37

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。ただし、第11計算期間末日から平成25年2月末日までの期間については
平成25年2月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じて得た数。

 

（４）【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第2計算期間 28,325,175 427,503 32,897,672

第3計算期間 168,608,979 8,134,339 193,372,312

第4計算期間 122,761,64027,060,507289,073,445

第5計算期間 275,321,47080,189,394484,205,521

第6計算期間 357,418,64597,950,401743,673,765

第7計算期間 382,604,292184,057,184942,220,873

第8計算期間 595,162,621151,567,9491,385,815,545

第9計算期間 620,687,503268,790,6251,737,712,423
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第10計算期間 557,706,308267,221,5382,028,197,193

第11計算期間 541,574,516275,147,7112,294,623,998

第12計算期期首から
平成25年2月28日までの期間

445,897,907178,741,1382,561,780,767

 

＜参考＞

「外国株式マザーファンド」

（１）投資状況
   平成25年2月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

株式 アメリカ 4,253,977,80264.00

 イギリス 767,765,21511.55

 スイス 449,294,237 6.76

 ベルギー 291,304,440 4.38

 スウェーデン 236,409,080 3.56

 香港 159,885,382 2.41

 フランス 147,039,824 2.21

 オランダ 106,372,943 1.60

 ドイツ 65,276,399 0.98

 シンガポール 61,024,536 0.92

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 108,888,417 1.63

 純資産総額  6,647,238,275100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

      平成25年2月28日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日)(％)

ベルギー ANHEUSER-BUSCH INBEV NV株式
食品・飲料・
タバコ 33,894

7,966.85
8,594.57

270,038,685
291,304,440

―
― 4.38

イギリス
IMPERIAL TOBACCO GROUP
PLC 株式

食品・飲料・
タバコ 78,922

3,460.12
3,340.80

273,088,909
263,663,091

―
― 3.97

アメリカ PFIZER INC 株式

医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス 96,657

2,278.52
2,535.69

220,299,901
245,093,067

―
― 3.69

イギリス VODAFONE GROUP PLC株式 電気通信サービス 883,650
245.64
231.75

218,226,612
204,786,656

―
― 3.08

スイス
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN株式

医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス 9,226

17,297.76
21,111.59

159,597,122
194,775,593

―
― 2.93

アメリカ TIME WARNER INC株式 メディア 36,543
4,512.63
4,931.70

164,906,433
180,219,409

―
― 2.71

アメリカ ECOLAB INC 株式 素材 25,043
6,275.87
7,151.94

157,184,557
179,106,236

―
― 2.69

アメリカ COMCAST CORP-CLASS A株式 メディア 47,631
3,050.05
3,714.27

145,302,879
176,914,703

―
― 2.66

アメリカ NEWELL RUBBERMAID INC株式
耐久消費財・
アパレル 80,900

1,808.57
2,161.03

146,313,353
174,827,618

―
― 2.63

アメリカ AUTOZONE INC 株式 小売 4,964
34,822.61
34,856.84

172,859,456
173,029,368

―
― 2.60

アメリカ DIRECTV 株式 メディア 37,141
4,506.16
4,482.10

167,377,271
166,470,028

―
― 2.50

アメリカ EMC CORP/MA 株式
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器 76,712

2,369.18
2,153.63

181,766,935
165,209,479

―
― 2.49

アメリカ DANAHER CORP 株式 資本財 26,601
5,521.92
5,665.31

146,902,928
150,702,975

―
― 2.27

アメリカ SCHLUMBERGER LTD株式 エネルギー 20,543
6,695.87
7,206.52

137,568,038
148,043,725

―
― 2.23

フランス SANOFI 株式

医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス 16,924

7,836.69
8,688.24

132,645,432
147,039,824

―
― 2.21

アメリカ COACH INC 株式
耐久消費財・
アパレル 29,989

5,162.05
4,423.82

154,824,642
132,666,183

―
― 2.00

アメリカ
DISCOVERY
COMMUNICATIONS-A株式 メディア 19,316

4,872.50
6,781.90

94,128,869
130,999,336

―
― 1.97
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アメリカ PRAXAIR INC 株式 素材 12,602
9,995.70
10,381.47

125,972,653
130,827,312

―
― 1.97

イギリス
BRITISH AMERICAN TOBACCO
PLC 株式

食品・飲料・
タバコ 27,173

4,727.66
4,795.03

128,492,400
130,295,600

―
― 1.96

アメリカ CHEVRON CORP 株式 エネルギー 11,689
10,138.17
10,791.29

118,507,944
126,139,406

―
― 1.90

アメリカ JPMORGAN CHASE & CO株式 各種金融 27,028
3,915.94
4,558.89

105,850,642
123,217,754

―
― 1.85

スイス SWATCH GROUP AG/THE-BR株式
耐久消費財・
アパレル 2,363

37,180.91
51,608.34

87,858,513
121,950,507

―
― 1.83

アメリカ
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
B 株式 保険 12,672

7,888.32
9,362.93

99,964,963
118,647,138

―
― 1.78

スウェー
デン ASSA ABLOY AB-B株式 資本財 32,485

3,139.03
3,650.74

101,973,164
118,594,386

―
― 1.78

スウェー
デン ATLAS COPCO AB-A SHS株式 資本財 43,876

2,369.88
2,685.17

103,986,908
117,814,694

―
― 1.77

アメリカ TEXAS INSTRUMENTS INC株式
半導体・

半導体製造装置 35,133
2,743.84
3,172.16

96,425,633
111,447,774

―
― 1.68

アメリカ
CAMERON INTERNATIONAL
CORP 株式 エネルギー 18,658

5,514.52
5,941.91

102,905,728
110,864,292

―
― 1.67

オランダ ASML HOLDING NV株式
半導体・

半導体製造装置 16,065
5,435.32
6,621.40

87,319,784
106,372,943

―
― 1.60

アメリカ
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL株式

食品・飲料・
タバコ 12,481

8,209.33
8,458.18

102,460,740
105,566,660

―
― 1.59

スイス
CREDIT SUISSE GROUP
AG-REG 株式 各種金融 39,756

2,580.41
2,515.65

102,622,134
100,012,479

―
― 1.50

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
  平成25年2月28日現在

種類／業種別 投資比率(％)

株式 エネルギー 7.10

 素材 6.09

 資本財 10.25

 耐久消費財・アパレル 6.46

 消費者サービス 0.50

 メディア 10.84

 小売 2.60

 食品・飲料・タバコ 13.43

 家庭用品・パーソナル用品 0.69

 ヘルスケア機器・サービス 1.59

 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.83

 銀行 2.92

 各種金融 5.25

 保険 5.00

 ソフトウェア・サービス 3.89

 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.88

 電気通信サービス 3.08

 半導体・半導体製造装置 6.96

合　計  98.36

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②投資不動産物件
該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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［参考情報］
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
基準価額の
算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
（略）
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を

除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいい
ます。
（略）

（略）
＜訂正後＞
基準価額の
算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
（略）
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を

除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一
部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を
いいます。
（略）

 
（略）
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第３【ファンドの経理状況】

＜追加＞

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投

資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 12 期中間計算期間

（平成24年7月24日から平成25年1月23日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人によ

り中間監査を受けております。

    次へ
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三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープン
（１）中間貸借対照表

（単位：円）

    
第 12 期中間計算期間末
［ 平成25年1月23日現在 ］

資産の部  

 流動資産  

  コール・ローン 27,715,667

  親投資信託受益証券 2,629,709,255

  未収利息 62

  流動資産合計 2,657,424,984

 資産合計 2,657,424,984

負債の部  

 流動負債  

  未払解約金 1,049,802

  未払受託者報酬 1,136,244

  未払委託者報酬 18,407,169

  その他未払費用 35,164

  流動負債合計 20,628,379

 負債合計 20,628,379

純資産の部  

 元本等  

  元本 ※1
  2,524,510,314

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） 112,286,291

   （分配準備積立金） 155,567,349

  元本等合計 2,636,796,605

 純資産合計 2,636,796,605

負債純資産合計 2,657,424,984
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（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

  
第 12 期中間計算期間
自 平成24年 7月24日
至 平成25年 1月23日

営業収益  

 受取利息 8,273

 有価証券売買等損益 537,793,863

 営業収益合計 537,802,136

営業費用  

 受託者報酬 1,136,244

 委託者報酬 ※1
  18,407,169

 その他費用 35,164

 営業費用合計 19,578,577

営業利益 518,223,559

経常利益 518,223,559

中間純利益 518,223,559

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 10,125,098

期首剰余金又は期首欠損金（△） △390,687,836

剰余金増加額又は欠損金減少額 20,956,966

 
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

20,956,966

剰余金減少額又は欠損金増加額 26,081,300

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

26,081,300

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 112,286,291

   

 
 
 
    次へ
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（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託
受益証券の基準価額で評価しております。

  （2）親投資信託受益証券以外の有価証券

個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

  　①金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお

ける最終相場で評価しております。

  　②金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値
（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。

  　③時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価
と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。

２ その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項

 ファンドの計算期間

当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、前計算
期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成24年7月24日から平成25
年1月23日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 12 期中間計算期間末

［ 平成25年1月23日現在 ］

   
※１期首元本額 2,294,623,998円

 期中追加設定元本額 354,504,818円

 期中一部解約元本額

 

124,618,502円

２ 受益権の総数

 

2,524,510,314口

３ １口当たり純資産額 1.0445円

 （１万口当たり純資産額） （10,445円）
   
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 12 期中間計算期間（自 平成24年7月24日　至 平成25年1月23日）

※１ 運用に係る権限を委託するための費用

　「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資
信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分
の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

区　分
第 12 期中間計算期間末

［ 平成25年1月23日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ
の差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 （1）有価証券

売買目的有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

  （2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

  （3）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは「外国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
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    前へ    次へ
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「外国株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成25年1月23日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

預金  31,810,210

コール・ローン  89,798,432

株式  7,601,891,036

未収入金  14,946,832

未収配当金  14,660,418

未収利息  204

流動資産合計  7,753,107,132

資産合計  7,753,107,132

負債の部   

流動負債   

未払金  43,383,432

未払解約金  10,571,077

流動負債合計  53,954,509

負債合計  53,954,509

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 5,741,798,020

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  1,957,354,603

元本等合計  7,699,152,623

純資産合計  7,699,152,623

負債純資産合計  7,753,107,132

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及
び評価方法

株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価してお
ります。

  （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相
場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。

  （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

  （3）時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２ デリバティブ等の評価
基準及び評価方法

 為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３ その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項

 外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しておりま
す。
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（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成25年1月23日現在 ］

   
※１期首 平成24年7月24日

 期首元本額 7,822,601,874円

 期首からの追加設定元本額 735,547,406円

 期首からの一部解約元本額

 

2,816,351,260円

 元本の内訳＊  

 三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 389,594,340円

 三菱ＵＦＪ／ブラックロック 海外株式オープン（ＦＯＦｓ用）（適格
機関投資家限定）

2,334,382,277円

 三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） 210,891,529円

 三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） 195,069,896円

 三菱ＵＦＪ グローバルバランスＶＡ 555,346,995円

 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープン 1,961,152,402円

 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ２０型 8,343,134円

 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ４０型 29,126,410円

 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ６０型 57,891,037円

 　　　　　　（合　計）

 

5,741,798,020円

２ 受益権の総数

 

5,741,798,020口

３ １口当たり純資産額 1.3409円

 （１万口当たり純資産額） （13,409円）
   
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 区　分 ［ 平成25年1月23日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 （1）有価証券

売買目的有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

  （2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

  （3）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載してお
ります。

 
（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

    前へ
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２【ファンドの現況】

＜更新後＞
【純資産額計算書】

平成25年2月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 2,800,000,233 

Ⅱ 負 債 総 額 7,573,314 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,792,426,919 

Ⅳ 発 行 済 口 数 2,561,780,767口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.0900

（ １万口当たり 10,900

 

）

 

＜参考＞

「外国株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年2月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 6,885,342,953 

Ⅱ 負 債 総 額 238,104,678 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,647,238,275 

Ⅳ 発 行 済 口 数 4,740,507,105口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.4022

（ １万口当たり 14,022

 

）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

＜訂正前＞

平成24年７月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098

株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

＜訂正後＞

平成25年２月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098

株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

（２）委託会社の機構

＜訂正前＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成24年７月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

＜訂正後＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年２月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年２月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を

除きます。）

 

商品分類 本　数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 408 6,534,457

追加型公社債投資信託 18 623,363

単位型株式投資信託 6 18,002

単位型公社債投資信託 3 82,958

合　計 435 7,258,781

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の

個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2
条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52
号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵
省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表
等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示し
ております。
 
（２） 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平
成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度に係る中間会計期間（自 平成
24年4月1日 至 平成24年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査
を受けております。
 
（第27期事業年度の財務諸表は省略）
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＜追加＞
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
 (単位：千円)
 第28期中間会計期間

(平成24年9月30日現在)
(資産の部)    
流動資産    
　現金及び預金   16,996,643
　有価証券   8,000,000
　前払費用   336,791
　未収入金   221,616
　未収委託者報酬   3,698,009
　未収収益   39,360
　繰延税金資産   374,925
　金銭の信託   30,000
　その他   27,966
流動資産合計   29,725,313
    
固定資産    
　有形固定資産    
　　建物  ※1 269,044
　　器具備品  ※1 174,256
　　土地   1,205,031
　　有形固定資産合計   1,648,332
無形固定資産    
　　電話加入権   15,822
　　ソフトウェア   874,592
　　ソフトウェア仮勘定   414,462
　　その他   9
　　無形固定資産合計   1,304,887
投資その他の資産    
　　投資有価証券   13,875,312
　　関係会社株式   320,136
　　長期性預金   5,500,000
　　長期差入保証金   831,857
　　繰延税金資産   297,670
　　その他   15,035
　　投資その他の資産合計   20,840,011
固定資産合計   23,793,231
資産合計   53,518,545
    

 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

21/34



 
 (単位：千円)
 第28期中間会計期間

(平成24年9月30日現在)
(負債の部)    
流動負債    
　預り金   66,078
　未払金    
　　未払収益分配金   33,785
　　未払償還金   1,070,895
　　未払手数料   1,435,205
　　その他未払金   72,465
　未払費用   1,101,885
　未払消費税等  ※2 104,706
　未払法人税等   1,639,933
　賞与引当金   561,000
　その他   314,314
流動負債合計   6,400,270
    
固定負債    
　退職給付引当金   120,928
　役員退職慰労引当金   53,934
　時効後支払損引当金   197,702
固定負債合計   372,564
負債合計   6,772,834
    
(純資産の部)    
株主資本    
　資本金   2,000,131
　資本剰余金    
　　資本準備金   222,096
　　資本剰余金合計   222,096
　利益剰余金    
　　利益準備金   342,589
　　その他利益剰余金    
　　　別途積立金   6,998,000
　　　繰越利益剰余金   36,823,991
　　利益剰余金合計   44,164,581
　株主資本合計   46,386,809
評価・換算差額等    
　その他有価証券
　評価差額金

  358,901

　評価・換算差額等合計   358,901
純資産合計   46,745,710
負債純資産合計   53,518,545
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(2)中間損益計算書
 (単位：千円)

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
営業収益    
　委託者報酬   22,860,446
　投資顧問料   5,548
　その他営業収益   64,404
営業収益合計   22,930,399
営業費用    
　支払手数料   9,329,547
　広告宣伝費   253,610
　公告費   1,748
　調査費    
　　調査費   465,037
　　委託調査費   4,927,785
　事務委託費   118,017
　営業雑経費    
　　通信費   44,970
　　印刷費   216,082
　　協会費   19,981
　　諸会費   3,788
　　事務機器関連費   479,500
　　その他営業雑経費   8,157
営業費用合計   15,868,227
一般管理費    
　給料    
　　役員報酬   97,198
　　給料・手当   1,581,710
　　賞与引当金繰入   561,000
　福利厚生費   296,584
　交際費   11,132
　旅費交通費   66,127
　租税公課   57,963
　不動産賃借料   349,740
　退職給付費用   80,723
　役員退職慰労引当金繰入   7,838
　固定資産減価償却費  ※1 223,128
　諸経費   135,324
一般管理費合計   3,468,471
営業利益   3,593,700
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 (単位：千円)

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
営業外収益    
　受取配当金   104,164
　有価証券利息   3,543
　受取利息   12,662
収益分配金等時効完成分   328,544
　その他   1,102
営業外収益合計   450,017
営業外費用    
　投資有価証券償還損   8,428
　時効後支払損引当金繰入   6,591
その他   46
営業外費用合計   15,067
経常利益   4,028,650
特別利益    
　投資有価証券売却益   141,172
特別利益合計   141,172
特別損失    
　投資有価証券売却損   32,155
特別損失合計   32,155
税引前中間純利益   4,137,667
法人税、住民税及び事業税   1,626,136
法人税等調整額   △30,367
法人税等合計   1,595,768
中間純利益   2,541,898
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(3)中間株主資本等変動計算書

 (単位：千円)

 第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
株主資本  
　資本金  
　　当期首残高 2,000,131
　　当中間期変動額  
　　　当中間期変動額合計 ―
　　当中間期末残高 2,000,131
　資本剰余金  
　　資本準備金  
　　　当期首残高 222,096
　　　当中間期変動額  
　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　当中間期末残高 222,096
　　資本剰余金合計  
　　　当期首残高 222,096
　　　当中間期変動額  
　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　当中間期末残高 222,096
　利益剰余金  
　　利益準備金  
　　　当期首残高 342,589
　　　当中間期変動額  
　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　当中間期末残高 342,589
　　その他利益剰余金  
　　　別途積立金  
　　　　当期首残高 6,998,000
　　　　当中間期変動額  
　　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　　当中間期末残高 6,998,000
　　　繰越利益剰余金  
　　　　当期首残高 36,863,331
　　　　当中間期変動額  
　　　　　剰余金の配当 △2,581,238
　　　　　中間純利益 2,541,898
　　　　　当中間期変動額合計 △39,339
　　　　当中間期末残高 36,823,991
　　利益剰余金合計  
　　　当期首残高 44,203,921
　　　当中間期変動額  
　　　　剰余金の配当 △2,581,238
　　　　中間純利益 2,541,898
　　　　当中間期変動額合計 △39,339
　　　当中間期末残高 44,164,581
　株主資本合計  
　　当期首残高 46,426,148
　　当中間期変動額  
　　　剰余金の配当 △2,581,238
　　　中間純利益 2,541,898
　　　当中間期変動額合計 △39,339
　　当中間期末残高 46,386,809
評価・換算差額等  
　その他有価証券評価差額金  
　　当期首残高 723,054
　　当中間期変動額  
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △364,152
　　　当中間期変動額合計 △364,152
　　当中間期末残高 358,901
　評価・換算差額等合計  
　　当期首残高 723,054

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

25/34



　　当中間期変動額  
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △364,152
　　　当中間期変動額合計 △364,152
　　当中間期末残高 358,901
純資産合計  
　当期首残高 47,149,203
　当中間期変動額  
　　剰余金の配当 △2,581,238
　　中間純利益 2,541,898
　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △364,152
　　当中間期変動額合計 △403,492
　当中間期末残高 46,745,710
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[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
おります。

 
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法によ
り、翌事業年度より費用処理することとしております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるた
め、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
 
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  (1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
 

[会計方針の変更]
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日
　　 至 平成24年9月30日）

（減価償却方法の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産につ
いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
なお、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1　有形固定資産の減価償却累計額

 
第28期中間会計期間

（平成24年9月30日現在）
建物 221,331千円

器具備品 322,980千円

 
※2　消費税等の取扱い　　

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
 
（中間損益計算書関係）
※1　減価償却実施額

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日
　　 至 平成24年9月30日）

有形固定資産 41,040千円

無形固定資産 182,088千円

 
（中間株主資本等変動計算書関係）
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数　(株)

当中間会計期間
増加株式数　(株)

当中間会計期間
減少株式数　(株)

当中間会計期間末
株式数　(株)

発行済株式     
　普通株式 124,098 － － 124,098

合計 124,098 － － 124,098
 
2.  配当に関する事項
平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 2,581,238千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 20,800円
④ 基準日 平成24年3月31日
⑤ 効力発生日 平成24年6月27日

 
（金融商品関係）
第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)
　　金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません
（（注２）参照）。
  中間貸借対照表計

上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 16,996,64316,996,643 －
(2)有価証券 8,000,0008,000,000 －
(3)未収委託者報酬 3,698,0093,698,009 －
(4)長期性預金 5,500,0005,506,492 6,492
(5)投資有価証券 13,875,31213,875,312 －
資産計 48,069,96548,076,457 6,492

(1)未払手数料 1,435,2051,435,205 －
(2)未払法人税等 1,639,9331,639,933 －
負債計 3,075,1393,075,139 －
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（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
　資　産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金
契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値

を算定しております。
(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。
　負　債
(1)未払手数料、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格が

なく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
 
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
 
（有価証券関係）
第28期中間会計期間（平成24年9月30日現在）
1.  子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
 

2.  その他有価証券

 種類
中間貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 － － －
債券 － － －
その他 6,899,973 6,184,088 715,884

小　　計 6,899,973 6,184,088 715,884
中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株式 － － －
債券 － － －
その他 6,936,438 7,202,827 △266,389

小　　計 6,936,438 7,202,827 △266,389
合　　計 13,836,412 13,386,916 449,495

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 
（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。
 
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
[関連情報]
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
1.  製品及びサービスごとの情報
　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。

 
2.  地域ごとの情報
（1）営業収益

　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
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　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 
3.  主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
 

 
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
（１株当たり情報）
　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第28期中間会計期間

（平成24年9月30日現在）
1株当たり純資産額 376,683.83円
(算定上の基礎)  
純資産の部の合計額（千円） 46,745,710
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 46,745,710
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数（株）

124,098

 
　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 20,482.99円
(算定上の基礎)  
中間純利益金額（千円） 2,541,898
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 2,541,898
普通株式の期中平均株式数（株） 124,098

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜訂正前＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成24年３月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成24年９月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成24年９月末現在）
③事業の内容

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円 銀行業務を営んでいます。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円
銀行業務および信託業務を営ん
でいます。

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
銀行業務および信託業務を営ん
でいます。

 

 

３【資本関係】

＜訂正前＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年７月末現在）

（略）

＜訂正後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年２月末現在）

（略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成25年３月６日

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　柴 　毅　印

   

 指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　鶴田光夫　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられている三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープンの平成24年７月24日から平成25年１月23日までの中間計算期間の

中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用

な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選

択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープンの平成25年１月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計

算期間（平成24年７月24日から平成25年１月23日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

利害関係

三菱ＵＦＪ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　　上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

委託会社が別途保管しております。なお、中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

    次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 
平成２４年１２月６日
 
三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会　御中
 
 
有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 長島　拓也　　　印

    

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　信之　　　印

    

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年４月１日から平成

２５年３月３１日までの第２８期事業年度の中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変

動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうか

の合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施するこ

とを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、

不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統

制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

33/34



中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態及び同日を

もって終了する中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

 
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は委託会社が別途保管しております。
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